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   第 ５ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

平成29年９月27日(水曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時35分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 第１号 平成29年度熊本県一般会計補正予

算(第３号) 

 第12号 平成29年度道路事業の経費に対す

る市町村負担金について 

 第13号 平成29年度流域下水道事業の経費

に対する市町村負担金について 

 第14号 平成29年度海岸事業の経費に対す

る市町負担金について 

 第15号 平成29年度地すべり対策事業の経

費に対する市負担金について 

 第16号 平成29年度都市計画事業、港湾事

業、急傾斜地崩壊対策事業及び砂防事

業の経費に対する市町村負担金(地方財

政法関係)について 

 第19号 専決処分の報告及び承認について 

 第20号 専決処分の報告及び承認について 

 第21号 専決処分の報告及び承認について 

 第22号 専決処分の報告及び承認について 

 第23号 専決処分の報告及び承認について 

 第24号 専決処分の報告及び承認について 

 第25号 専決処分の報告及び承認について 

 第26号 専決処分の報告及び承認について 

 第27号 専決処分の報告及び承認について 

 第28号 専決処分の報告及び承認について 

 第29号 専決処分の報告及び承認について 

 第30号 専決処分の報告及び承認について 

 第31号 専決処分の報告及び承認について 

 第32号 専決処分の報告及び承認について 

 第33号 専決処分の報告及び承認について 

 第34号 専決処分の報告及び承認について 

 第35号 専決処分の報告及び承認について 

 第36号 専決処分の報告及び承認について 

 第37号 専決処分の報告及び承認について 

 第38号 専決処分の報告及び承認について 

 第39号 専決処分の報告及び承認について 

 第40号 専決処分の報告及び承認について 

 第41号 専決処分の報告及び承認について 

 報告第30号 熊本県道路公社の経営状況を

説明する書類の提出について 

 報告第31号 一般財団法人白川水源地域対

策基金の経営状況を説明する書類の提

出について 

 報告第32号 熊本県住宅供給公社の経営状

況を説明する書類の提出について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

 報告事項 

  ①熊本地震等の災害復旧事業等の進捗状

況について 

  ②震災関連等工事の円滑な施工に向けた

取組(第３弾) 

  ③熊本県国土強靭化地域計画(案)につい

て 

  ④｢熊本県住宅マスタープラン」の改定

について 

――――――――――――――― 

出席委員(７人) 

        委 員 長 渕 上 陽 一 

        副委員長 内 野 幸 喜 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 森   浩 二 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 大 平 雄 一 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 
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説明のため出席した者 

 土木部 

         部 長 手 島 健 司 

      総括審議員兼 

      河川港湾局長 鈴 木 俊 朗 

       政策審議監 成 富   守 

      道路都市局長 宮 部 静 夫 

      建築住宅局長 清 水 照 親 

        監理課長 藤 本 正 浩 

      用地対策課長 西 浦 一 義 

    土木技術管理課長 吉 良 忠 暢 

      首席審議員兼 

      道路整備課長 上 野 晋 也 

      道路保全課長 長 井 英 治 

      都市計画課長 坂 井 秀 一 

      下水環境課長 渡 辺 哲 也 

        河川課長 丸 尾   昭 

        港湾課長 亀 崎 直 隆 

        砂防課長 松 永 清 文 

        建築課長 上 妻 清 人 

        営繕課長 井 手 秀 逸 

        住宅課長 小路永   守 

         政策監 尾 上 佑 介 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課参事 小 池 二 郎 

     政務調査課主幹 佐 藤   誠 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

〇渕上陽一委員長 それでは、ただいまから

第５回建設常任委員会を開会します。 

 本日の委員会に３名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることといたしまし

た。 

 次に、本委員会に付託されました議案等を

議題とし、議案等について執行部の説明を求

めた後に質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 まずは土木部長から総括説明を行い、続い

て付託議案等について担当課長から順次説明

をお願いいたします。 

 初めに、手島土木部長。 

 

〇手島土木部長 委員の皆様におかれまして

は、県道八代不知火線・横江大橋に係る工事

請負契約の締結議案に対し、開会日に議決い

ただきありがとうございました。 

 議決いただきました工事は、平成29年９月

７日に契約を締結いたしました。 

 地域住民の皆様の日常生活の不便を解消す

るために、工事の安全施工を第一に、一日も

早い完成に向け取り組んでまいります。 

 それでは、今定例県議会に提出しておりま

す議案の説明に先立ち、最近における土木部

行政の動向について御報告します。 

 まず、熊本地震からの復旧、復興の状況に

ついて御報告いたします。 

 阿蘇方面の道路復旧・復興状況につきまし

ては、長陽大橋ルートが去る８月27日に開通

しました。 

 また、県が代行して施工しております南阿

蘇村道の復旧工事のうち、村道池ノ窪小河原

線につきましては、９月１日からの供用を開

始したところでございます。 

 阿蘇登山道路の県道阿蘇吉田線につきまし

ても、10月４日から片側交互通行により供用

を開始いたします。 

 次に、県道熊本高森線の４車線化につきま

しては、これまで、地元の御協力をいただき

ながら測量設計や境界立ち会いなどを進め、

10月初めから用地交渉に順次入ってまいりま

す。 

 引き続き、益城町の復興に重要な役割を担

う本事業の早期完成に向け、全力で取り組ん

でまいります。 

 災害公営住宅につきましては、現在12市町

村で1,027戸の建設が予定されていますが、

そのうち４割の住宅が既に設計等に着手し、
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その他の住宅についても整備に向けて準備を

急いでいる状況にあります。 

 県では、前回の御報告以降、美里町や南阿

蘇村で新たに業務を受託していますが、今後

も関係市町村と連携し、早期整備を目指して

まいります。 

 八代港におきましては、国際クルーズ拠点

形成に向けて、ロイヤル・カリビアン・クル

ーズ社と協議を行っております。 

 先般、港湾法に基づく国際旅客船拠点形成

港湾として国から指定を受け、現在、国際旅

客船拠点形成計画の作成や協定等の締結に向

けた手続を進めているところです。 

 創造的復興を象徴する取り組みの一つであ

り、国や船社と連携し、地元とともに、魅力

ある国際クルーズ拠点形成の実現に向け、引

き続き取り組んでまいります。 

 熊本地震等に係る災害復旧事業等の発注状

況につきましては、県及び市町村の土木と農

林水産を合わせた災害復旧事業等の全体工事

費は約1,788億円で、本年６月末の発注済み

額は約672億円、発注率は37.6％となってい

ます。 

 一方、不調、不落の発生状況ですが、平成

29年度の４月から８月までの平均で31.8％と

高い状況が続いています。これは、技術者、

労働者不足などが原因で不調、不落になって

いると推察されます。 

 こうした状況を踏まえ、去る８月16日から

技術者不足などへの対応や県内全域からの入

札参加の促進を図るため、発注ロットの拡大

や入札方式の見直し等、入札契約制度の変更

を行いました。 

 引き続き、状況を注視し、適宜必要な対策

を講じてまいります。 

 熊本地震関連以外では、熊本天草幹線道路

の本渡道路につきまして、仮称ではあります

が、いよいよ第二天草瀬戸大橋に着手いたし

ます。 

 それでは、今定例県議会に提案しておりま

す土木部関係の議案について御説明いたしま

す。 

 今回御審議いただきます議案は、平成29年

度補正予算関係議案１件、条例等関係議案28

件、報告関係３件でございます。 

 初めに、補正予算の概要について御説明い

たします。 

 今回の補正予算につきましては、平成28年

熊本地震への対応として、地震による通行ど

めにより交通量が増加した迂回路などの補修

に要する経費や、台風３号及び大雤による災

害の対応として、崩壊した急傾斜地における

崩壊防止施設の整備に要する経費等として、

14億8,000万円余の増額補正をお願いしてお

ります。 

 次に、条例等議案につきましては、公共事

業に係る市町村負担金について５件、道路管

理瑕疵関係の専決処分の報告及び承認につい

て23件の計28件の御審議をお願いしておりま

す。 

 また、報告案件につきましては、熊本県道

路公社を初めとした関係団体の経営状況を説

明する書類の提出について３件を御報告させ

ていただきます。 

 その他の報告事項につきましては、熊本地

震等の災害復旧事業等の進捗状況についての

ほか３件について御報告させていただきま

す。 

 以上、総括的な御説明を申し上げました

が、詳細につきましては担当課長から説明い

たしますので、御審議のほどよろしくお願い

します。 

 今後とも、復旧・復興事業等の推進に全力

で取り組んでまいりますので、委員各位の御

支援と御協力をよろしくお願いいたします。 

 

〇渕上陽一委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いいたします。 

 

〇藤本監理課長 監理課でございます。 
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 本日は、説明資料としまして、建設常任委

員会説明資料１冊、経営状況を説明する書類

３冊を準備しております。 

 また、その他報告事項としまして、４件の

報告書を準備しております。 

 それでは、お手元の建設常任委員会説明資

料をお願いいたします。 

 平成29年度９月補正予算について、御説明

いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は、平成28年熊本地震への

対応として、地震による通行どめにより交通

量が増加した迂回路等の補修に要する経費

や、台風３号及び大雤による災害への対応分

として、崩壊した急傾斜地における崩壊防止

施設の整備に要する経費等を計上しておりま

す。 

 上の表２段目の今回補正額ですが、一般会

計の普通建設事業として、単独事業で13億

3,800万円余、災害復旧事業として、補助事

業で3,100万円余、単独事業で200万円余、投

資的経費の合計としまして13億7,200万円余

の増額となります。 

 また、消費的経費としまして１億1,400万

円余を計上しており、一般会計としましては

14億8,700万円余の増額となります。 

 各課別の内訳につきましては、その下の表

のとおりとなっております。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 平成29年度９月補正予算総括表でございま

す。一般会計及び特別会計ごとに、各課ごと

の補正額とともに、右側に今回補正額の財源

内訳を記載しております。 

 合計としまして、国支出金が2,000万円

余、地方債が12億2,600万円余、その他が１

億600万円余、一般財源が１億3,400万円余の

増額でございます。 

 なお、今回の補正において特別会計の計上

はございません。 

 以上が土木部の９月補正予算の状況でござ

います。 

 監理課からは以上です。よろしくお願いい

たします。 

 

〇長井道路保全課長 道路保全課です。 

 資料の３ページをお願いします。 

 ２段目の単県道路修繕費で、１億1,400万

円余の補正を計上しております。これは、７

月に発生した台風３号や九州北部豪雤による

道路の風倒木処理等に要する経費です。 

 ３段目の単県道路災害関連事業費で、９億

4,000万円を計上しています。これは、熊本

地震による交通どめにより交通量が増加した

迂回路等の損傷が著しい箇所の補修に要する

経費です。 

 ５段目の道路舗装費で、4,500万円余の補

正を計上しています。これは、舗装の老朽化

により劣化が著しい箇所の補修に要する経費

です。 

 道路保全課は以上です。よろしくお願いい

たします。 

 

〇亀崎港湾課長 港湾課でございます。 

 資料の４ページをお願いいたします。 

 １段目の港湾補助災害復旧費で、現年発生

国庫補助災害復旧費として3,100万円余を計

上しております。これは、７月の台風３号に

より被災した三角港の浮き桟橋の復旧及び九

州北部豪雤に伴い長洲港に漂着した流木撤去

に要する経費でございます。 

 次に、３段目の港湾単県災害復旧費で、現

年単県災害土木費として200万円余を計上し

ております。これは、補助災害の採択となら

ないもので、台風３号により被災した田浦港

及び八代港の浮き桟橋の復旧に要する経費で

ございます。 

 以上、港湾課の補正額の合計は、最下段の

とおり3,400万円余となり、補正後の予算額

は71億3,800万円余となります。 

 港湾課は以上です。よろしくお願いいたし
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ます。 

 

〇松永砂防課長 砂防課でございます。 

 資料の５ページをごらんください。 

 上から１段目の砂防費で、７月の九州北部

豪雤時等に、県内での豪雤により発生しまし

た土砂災害の対応として、３億5,200万円余

の増額を計上しております。 

 まず、上から２段目の単県急傾斜地崩壊対

策費で、３億4,100万円余を計上しておりま

す。これは、西原村上鳥子地区ほか16カ所の

崩壊した急傾斜地におけるのり面等の整備に

要する経費でございます。 

 次に、上から３段目の単県砂防施設維持管

理費で、1,100万円余を計上しております。

これは、宇土市小部田地区ほか２カ所での豪

雤による崩壊土砂や倒木の撤去等の急傾斜地

崩壊対策施設の機能維持に要する経費でござ

います。 

 以上、最下段のとおり、補正前の額76億

700万円余に今回の補正額を加えた砂防課の

補正後の予算額は79億6,000万円余となりま

す。 

 砂防課からは以上です。よろしくお願いい

たします。 

 

〇藤本監理課長 監理課でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 熊本県が施行する公共事業の経費に対する

市町村負担金について説明いたします。 

 市町村負担金につきましては、第12号議案

から第16号議案までの５件の議案を提案して

おりますが、複数の課の事業で構成しており

ますので、監理課から一括して説明いたしま

す。 

 今回の提案に当たり、市町村に対しては事

業計画を説明し、負担金に係る合意を得てお

りますことを御報告いたします。 

 それでは、第12号議案、平成29年度道路事

業の経費に対する市町村負担金についてでご

ざいます。 

 道路改築事業等３つの事業につきまして、

道路法の規定に基づき、当該事業に要する経

費のうち市町村の負担分を定めるものでござ

います。昨年度と負担内容に特段の変更はあ

りません。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 第13号議案、平成29年度流域下水道事業の

経費に対する市町村負担金についてでござい

ます。 

 熊本北部流域下水道建設事業等６つの事業

について、下水道法の規定に基づき、当該事

業に要する経費のうち市町村の負担分を定め

るものでございます。 

 昨年度との変更点は、４から６の各流域下

水道維持管理事業について、各市町村と締結

をしております維持管理に要する費用の負担

金等に関する覚書に基づき、４の熊本北部流

域下水道維持管理事業は、流入量１立方メー

トル当たり48円が44円に、５の球磨川上流流

域下水道維持管理事業は、流入量１立方メー

トル当たり97円が90円に、及び資本費分が

7,100万466円に、６の八代北部流域下水道維

持管理事業は、流入量１立法メートル当たり

105円が114円に変更となっております。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 第14号議案、平成29年度海岸事業の経費に

対する市町負担金についてでございます。 

 海岸高潮対策事業等４つの事業について、

海岸法の規定に基づき、当該事業に要する経

費のうち市町負担分を定めるものでございま

す。昨年度と負担内容に特段の変更はありま

せん。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 第15号議案、平成29年度地すべり対策事業

の経費に対する市負担金についてでございま

す。 

 単県地すべり対策事業について、地すべり

等防止法の規定に基づき、当該事業に要する

経費のうち市負担分を定めるものでございま
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す。昨年度と負担内容に特段の変更はござい

ません。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 第16号議案、平成29年度都市計画事業、港

湾事業、急傾斜地崩壊対策事業及び砂防事業

の経費に対する市町村負担金(地方財政法関

係)分についてでございます。 

 １の単県街路促進事業から12ページにかけ

まして17の事業について、地方財政法の規定

に基づき、当該事業に要する経費のうち市町

村負担分を定めるものでございます。昨年度

と負担内容に特段の変更はございません。 

 監理課からは以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

〇長井道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 道路の管理瑕疵に関する専決処分の報告及

び承認については、説明資料13ページの19号

から58ページの41号まで、23件でございま

す。 

 そのうち16件は、熊本地震による影響があ

ったと考えられる事案でございます。 

 まず、資料の13ページ、第19号議案です

が、詳細は右ページの概要にて説明いたしま

す。 

 本件は、平成27年６月３日午前２時ごろ、

上天草市大矢野町登立におきまして、和解の

相手方が国道266号を普通乗用自動車で進行

中、進行方向左側ののり面から落ちていた石

に衝突し、フロントバンパー等の車底部を破

損したものであります。 

 運転者が前方を注意するなど一般的な注意

をもって運転していれば事故を回避できた可

能性があることを考慮して、被害額の４割に

当たる35万3,600円を賠償しております。 

 次に、15ページの第20号議案ですが、右ペ

ージをお願いします。 

 本件は、平成29年２月14日午後６時50分ご

ろ、玉名市小浜におきまして、相手方が県道

玉名植木線を普通乗用自動車で進行中、左側

の河川堤防から道路上に張り出していたハゼ

の枝に衝突し、左フロントフェンダー等を破

損したものであります。 

 運転者が前方を注意するなど一般的な注意

をもって運転していれば事故を回避できた可

能性があることを考慮して、被害額の８割に

当たります７万4,304円を賠償しておりま

す。 

 次に、資料の17ページ、第21号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年２月18日午前５時ごろ、

阿蘇市車帰におきまして、相手方が主要地方

道菊池赤水線を軽乗用自動車で進行中、路面

に生じていた穴ぼこに左前輪が落下し、左前

輪等を破損したものであります。本件は、熊

本地震による影響があったと考えておりま

す。 

 運転者が前方を注意するなど一般的な注意

をもって運転していれば事故を回避できた可

能性があることを考慮して、被害額の８割に

当たる５万3,014円を賠償しております。 

 次に、19ページの第22号議案ですが、右ペ

ージをお願いします。 

 本件は、平成29年３月20日午後９時ごろ、

阿蘇市車帰におきまして、相手方が主要地方

道菊池赤水線を普通乗用自動車で進行中、路

面に生じていた穴ぼこに左前輪が落下し、左

前輪等を破損したものであります。本件も熊

本地震による影響があったと考えておりま

す。 

 事故当時は激しい降雤であったため、運転

者が事前に穴ぼこを発見することが困難であ

ることを考慮して、被害額の全額に当たる７

万513円を賠償しております。 

 次に、資料の21ページ、第23号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月７日午後８時ごろ、

阿蘇市車帰におきまして、相手方が主要地方

道菊池赤水線を普通乗用自動車で進行中、路
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面に生じていた穴ぼこに左前後輪が落下し、

左前後輪を破損したものであります。本件も

熊本地震による影響があったと考えておりま

す。 

 事故当時は雤天で、穴ぼこには雤水がたま

っており、運転者が事前に穴ぼこを発見する

ことが困難であることを考慮して、被害額の

全額に当たる７万9,272円を賠償しておりま

す。 

 次に、資料の23ページ、第24号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月８日午後７時ごろ、

阿蘇市狩尾におきまして、相手方が県道北外

輪山大津線を軽乗用自動車で進行中、路面に

生じていた穴ぼこに右前後輪が落下し、右前

後輪等を破損したものであります。本件も熊

本地震による影響があったと考えておりま

す。 

 事故当時は豪雤と濃霧であったことから、

運転者が事前に穴ぼこを発見することが困難

であることを考慮して、被害額の全額に当た

る19万5,048円を賠償しております。 

 次に、資料の25ページ、第25号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月８日午後８時45分ご

ろ、阿蘇市車帰におきまして、相手方が主要

地方道菊池赤水線を軽乗用自動車で進行中、

路面に生じていた穴ぼこに左後輪が落下し、

左後輪を破損したものであります。本件も熊

本地震による影響があったと考えておりま

す。 

 事故当時は豪雤と濃霧であったことから、

運転者が事前に穴ぼこを発見することが困難

であることを考慮して、被害額の全額に当た

る１万4,000円を賠償しております。 

 なお、本件事故箇所は、後ほど説明します

第27号議案、28号議案と同一箇所でございま

す。 

 次に、資料の27ページ、第26号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月８日午後９時ごろ、

阿蘇市車帰におきまして、相手方が主要地方

道菊池赤水線を普通乗用自動車で進行中、路

面に生じていた穴ぼこに左前後輪が落下し、

左前後輪等を破損したものであります。本件

も熊本地震による影響があったと考えており

ます。 

 事故当時は豪雤と濃霧であったことから、

運転者が事前に穴ぼこを発見することが困難

であることを考慮して、被害額の全額に当た

る７万3,872円を賠償しております。 

 なお、本件事故箇所は第25号議案と同一箇

所でございます。 

 次に、資料の29ページ、第27号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月８日午後９時から午

後10時までの間、阿蘇市車帰におきまして、

相手方が主要地方道菊池赤水線を普通乗用自

動車で進行中、路面に生じていた穴ぼこに左

後輪が落下し、左後輪を破損したものであり

ます。本件も熊本地震による影響があったと

考えています。 

 事故当時は豪雤と濃霧であったことから、

運転者が事前に穴ぼこを発見することが困難

であることを考慮して、被害額の全額に当た

る１万6,500円を賠償しております。 

 次に、資料の31ページ、第28号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月８日午後10時ごろ、

阿蘇市車帰におきまして、相手方が主要地方

道菊池赤水線を軽乗用自動車で進行中、路面

に生じていた穴ぼこに左前後輪が落下し、左

前後輪を破損したものであります。本件も熊

本地震による影響があったと考えておりま

す。 

 事故当時は豪雤と濃霧であったことから、

運転者が事前に穴ぼこを発見することが困難

であることを考慮して、被害額の全額に当た

る２万4,000円を賠償しております。 

 次に、資料の33ページ、第29号議案です
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が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月８日午後11時50分ご

ろ、阿蘇市車帰におきまして、相手方が主要

地方道菊池赤水線を軽乗用自動車で進行中、

路面に生じていた穴ぼこに左後輪が落下し、

左後輪を破損したものであります。本件も熊

本地震による影響があったと考えておりま

す。 

 事故当時は豪雤と濃霧であったことから、

運転者が事前に穴ぼこを発見することが困難

であることを考慮して、被害額の全額に当た

る5,700円を賠償しております。 

 次に、資料の35ページ、第30号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月９日午前７時30分ご

ろ、阿蘇市狩尾におきまして、相手方が県道

北外輪山大津線を普通乗用自動車で進行中、

路面に生じていた穴ぼこに右前後輪が落下

し、右前後輪タイヤホイールを破損したもの

であります。本件も熊本地震による影響があ

ったと考えております。 

 事故当時は雤天及び濃霧であったことか

ら、運転者が事前に穴ぼこを発見することが

困難であることを考慮して、被害額の全額に

当たる２万3,760円を賠償しております。 

 本件事故箇所は、次に説明いたします第31

号議案から35号議案までと同一箇所でござい

ます。 

 次に、資料の37ページ、第31号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月９日午前７時50分ご

ろ、阿蘇市狩尾におきまして、相手方が県道

北外輪山大津線を普通乗用自動車で進行中、

路面に生じていた穴ぼこに右前輪が落下し、

右前輪を破損したものであります。本件も熊

本地震による影響があったものと考えており

ます。 

 事故当時は、雤天後の濃霧であったことな

どから、運転者が事前に穴ぼこを発見するこ

とが困難であることを考慮して、被害額の全

額に当たる２万2,080円を賠償しておりま

す。 

 次に、資料の39ページ、第32号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月９日正午から午後１

時までの間、阿蘇市狩尾におきまして、相手

方が県道北外輪山大津線を普通乗用自動車で

進行中、路面に生じていた穴ぼこに右前輪が

落下し、右前輪を破損したものであります。

本件も熊本地震による影響があったと考えて

おります。 

 事故当時は雤天後の濃霧であったことなど

から、運転者が事前に穴ぼこを発見すること

が困難であることを考慮して、被害額の全額

に当たる２万6,000円を賠償しております。 

 次に、資料の41ページ、第33号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月９日正午から午後１

時までの間、阿蘇市狩尾におきまして、相手

方が県道北外輪山大津線を普通乗用自動車で

進行中、路面に生じていた穴ぼこに右前後輪

が落下し、右前後輪を破損したものでありま

す。本件も熊本地震による影響があったと考

えております。 

 事故当時は雤天後の濃霧であったことなど

から、運転者が事前に穴ぼこを発見すること

が困難であることを考慮して、被害額の全額

に当たる５万3,460円を賠償しております。 

 次に、資料の43ページ、第34号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月９日午後０時30分ご

ろ、阿蘇市狩尾におきまして、相手方が県道

北外輪山大津線を普通乗用自動車で進行中、

路面に生じていた穴ぼこに右前後輪が落下

し、右前後輪等を破損したものであります。

本件も熊本地震による影響があったと考えて

おります。 

 運転者が前方を注意するなど一般的な注意

をもって運転すれば事故を回避できた可能性

があることを考慮して、被害額の６割に当た
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る８万8,783円を賠償しております。 

 次に、資料の45ページ、第35号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月９日午後１時ごろ、

阿蘇市狩尾におきまして、相手方が県道北外

輪山大津線を軽乗用自動車で進行中、路面に

生じていた穴ぼこに右前後輪が落下し、右前

後輪等を破損したものであります。本件も熊

本地震による影響があったと考えておりま

す。 

 運転者が前方を注意するなど一般的な注意

をもって運転していれば事故を回避できた可

能性があることを考慮して、被害額の５割に

当たる１万9,926円を賠償しております。 

 次に、資料の47ページ、第36号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月17日午後11時ごろ、

南阿蘇村大字河陰におきまして、相手方が主

要地方道熊本高森線を軽貨物自動車で進行

中、路面に生じていた穴ぼこに左前後輪が落

下し、左前後輪等を破損したものでありま

す。本件も熊本地震による影響があったと考

えております。 

 事故当時は雤天及び濃霧であったことか

ら、運転者が事前に穴ぼこを発見することが

困難であることを考慮して、被害額の全額に

当たる８万5,320円を賠償しております。 

 次に、資料の49ページ、第37号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月22日午前０時30分ご

ろ、球磨村大字神瀬におきまして、和解の相

手方が国道219号を普通乗用自動車で進行

中、進行方向左側ののり面から落ちていた石

に衝突し、フロントバンパー等の車底部を破

損したものであります。 

 運転者が前方を注意するなど一般的な注意

をもって運転していれば事故を回避できた可

能性があることを考慮して、被害額の３割に

当たる９万2,628円を賠償しております。 

 次に、資料の51ページ、第38号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月28日午前７時ごろ、

球磨村大字神瀬におきまして、相手方が国道

219号を軽乗用自動車で進行中、進行方向右

側ののり面から落ちてきた石に衝突し、右前

輪等を破損したものであります。 

 直前で落ちてきた石に衝突した事故であ

り、運転者が回避することは困難であること

を考慮して、被害額の全額に当たる４万

4,496円を賠償しております。 

 次に、資料の53ページ、第39号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年５月11日午前９時30分ご

ろ、菊池市原におきまして、相手方が県道原

立門線を普通乗用自動車で進行中、進行方向

左側ののり面から落ちていた石に衝突し、ア

ンダーパネル等を破損したものであります。 

 運転者が前方を注意するなど一般的な注意

をもって運転していれば事故を回避できた可

能性があることを考慮して、被害額の４割に

当たる14万4,076円を賠償しております。 

 次に、資料の55ページ、第40号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年５月11日午前９時35分ご

ろ、芦北町大字塩浸におきまして、相手方が

県道天月湯浦線を軽貨物自動車で進行中、進

行方向左側からの倒竹が直撃し、フロントピ

ラー等を破損したものであります。 

 本件は直撃事案であり、運転者が倒竹を予

見したり回避することは困難であることを考

慮して、被害額の全額に当たる26万600円を

賠償しております。 

 次に、資料の57ページ、第41号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年７月４日午前９時30分ご

ろ、菊陽町津久礼におきまして、相手方が県

道熊本菊陽線を軽乗用自動車で進行中、進行

方向右側からの倒木が直撃し、ボンネット等

を破損したものであります。 

 本件は直撃事案であり、運転者が倒木を予
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見したり回避することは困難であることを考

慮して、被害額の全額に当たる26万1,230円

を賠償しております。 

 以上、道路の管理瑕疵に関する議案23件を

御説明させていただきましたが、これまでも

舗装、補修に努めてまいりましたが、今議会

に計上しております単県道路災害関連事業に

より、損傷が著しい箇所の補修に努め、ま

た、道路パトロールのさらなる強化と道路異

状箇所の通報制度の周知に努め、道路管理瑕

疵事故の未然防止に今後とも努めてまいりま

す。 

 道路保全課の説明は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

〇上野道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 59ページ、報告第30号の熊本県道路公社の

経営状況を説明する書類の提出についてにつ

きましては、お手元に配付しております別冊

の冊子により説明をさせていただきます。 

 まず、冊子の１ページをお願いいたしま

す。 

 平成28事業年度事業報告書でございます。 

 １の総括につきまして、熊本県道路公社

は、平成４年に設立し、上天草市松島町今泉

から合津までの間において、有料道路事業を

活用しながら道路建設を進め、平成14年５

月、延長3.3キロメートルの松島有料道路を

開通させております。 

 ２の平成28事業年度の事業実施状況です

が、開通後は、料金徴収業務や維持管理を行

うほか、平成19年に開通した松島有明道路の

管理業務を県から受託し実施しております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ３の(1)に、平成28年度の通行台数実績を

示しております。年間約186万台、１日平均

5,100台の利用となっております。 

 グラフ１に示しておりますように、松島有

明道路開通後の平成20年度以降は、おおむね

１日平均5,100台前後の通行があり、開通し

た平成14年の計画に対し30％を超える利用が

あります。 

 (2)は、通行料金の収入実績を示しており

ます。平成28年度の料金収入は、約３億

3,800万円であり、グラフ２に示しておりま

すように、平成20年度以降を平均しますと、

１年に３億4,000万円を超える料金収入が続

いており、計画に対し約10％上回っておりま

す。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 ４の貸付金等の償還及び償還準備金の見通

しでございます。 

 まず、下の参考の表に示しておりますよう

に、松島有料道路事業は、政府貸付金21億

5,000万円、地方公共団体金融機構借入金６

億4,500万円、県出資金15億500万円、合計43

億円を建設資金の財源としております。 

 次に、上のグラフにおきまして、四角の印

の政府貸付金と三角の印の地方公共団体金融

機構借入金は、平成28年度末の残額がそれぞ

れ9,900万円余と3,600万円余となっており、

これらは、償還計画どおり平成33年度には完

了する見込みでございます。 

 また、丸印の償還準備金は、毎年度の貸付

金などの償還額を累計したものでありまし

て、現在の見通しでは、料金徴収期間内の平

成44年には建設費43億円に達すると考えてお

ります。 

 次に、４ページから７ページに貸借対照

表、損益計算書、財産目録を示しておりま

す。 

 内容は、今御説明しました２ページ、３ペ

ージで、料金収入や貸付金等の状況を詳細に

示したものでございますので、省略をさせて

いただきます。 

 次に、８ページの平成29事業年度事業計画

書でございます。 

 １の松島有料道路の管理業務につきまして

は、本年度も料金徴収業務及び道路維持管理
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業務を行います。道路施設の維持管理につい

ては、橋梁の塗装や管理設備の更新等を実施

する予定となっております。 

 ２の松島有明道路維持管理業務につきまし

ては、引き続き県から受託し実施してまいり

ます。 

 次に、９ページの平成29事業年度収支予算

でございます。 

 収入といたしましては、通行料金や受託業

務など、合計３億5,700万円余を計上し、支

出といたしましては一般管理費4,900万円

余、業務管理費１億5,900万円余、建設費用

の償還金として業務外費用5,400万円余など

を計上いたしております。 

 10ページ以降に平成28事業年度の決算付属

諸表を添付しておりますが、11ページをお願

いいたします。 

 (1)の債務に関する計算書の①長期借入金

の最下段の合計の欄でございますが、一番左

の欄の平成28年度となる前事業年度末の債務

額２億1,300万円余から、本事業年度の債務

消滅額7,700万円余を差し引いて、本年度末

の債務額は１億3,600万円余となっておりま

す。 

 また、②短期借入金ですが、一番右の欄の

平成28事業年度となる本事業年度末の債務額

はゼロとなりました。 

 資料の説明は以上でございますが、松島有

料道路は、計画を上回る多くの方々に御利用

いただいております。建設費用を計画どおり

に償還していることなどから、道路公社の経

営は安定している状況でございます。 

 以上、熊本県道路公社の経営状況の説明を

終わらせていただきます。 

 

〇丸尾河川課長 河川課でございます。 

 説明資料60ページをお願いいたします。 

 報告第31号につきましては、お手元の別

冊、一般財団法人白川水源地域対策基金の経

営状況を説明する書類により説明させていた

だきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 本法人の事業は、立野ダム建設に伴い必要

となる水没地域の住民の生活再建及び水没関

係地域の振興に必要な措置に対する資金の交

付及び調査等であり、南阿蘇村地域整備計画

に基づき、南阿蘇村が実施主体である事業に

対し、県及び下流域の３市町が事業費の助成

を行うものです。 

 対象事業は、ダム周辺の道路、公園、集会

施設等の整備などの15事業で、そのうち10事

業は平成21年度までに完了しており、２事業

は南阿蘇村地域整備計画の変更により対象外

とされたため、当基金対象としましては３事

業が残っている状況です。 

 昨年の熊本地震やその後の豪雤の影響で、

ダム本体工事については今年度中に着手し、

予定どおりの完成を目指すと国から聞いてお

り、流域市町からも建設促進の同意を得てい

るところでございます。南阿蘇村に確認した

ところ、ダム建設後の事業である残りの３事

業も含め、南阿蘇村地域整備計画の見直しを

国、県と連携しながら検討し、実施したいと

の意向でございました。 

 本説明資料は、平成28年度、平成29年度の

事業及び決算並びに予算について記載してお

りますが、支出経費は法人の管理に係る事務

費のみとなっています。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 表の下段の当期支出合計の決算額は15万円

余で、主に法人税及び法人登記費用などで

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 最下段の当年度の正味財産期末残高は、

3,368万円余でございます。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 平成29年度の事業計画ですが、引き続き南

阿蘇村との意見交換等を行う予定でございま

す。 

 以上で一般財団法人白川水源地域対策基金
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の経営状況についての報告を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

 

〇小路永住宅課長 住宅課でございます。 

 61ページの報告第32号熊本県住宅供給公社

の経営状況について、別冊の資料に沿って説

明いたします。 

 熊本県住宅供給公社については、昨年12月

議会において、解散の議決をいただいたとこ

ろです。 

 その後、本年２月、国土交通大臣に対し

て、本年３月31日付をもって解散を行う旨の

認可申請を行い、３月31日付で解散の認可を

国土交通大臣からいただきました。 

 現在、清算法人として、現務の結了、債権

の取り立て、債務の返済等の整理を進めてお

り、今年度の清算結了を目指して取り組んで

いるところです。 

 それでは、別冊資料の１ページをお開きく

ださい。 

 平成28年度の事業の実施状況でございま

す。 

 (1)の賃貸管理事業ですが、住宅供給公社

ビル及び周辺駐車場等の賃貸管理業務を実施

いたしました。 

 (2)の固定資産売却ですが、菊南ひかりヶ

丘ほか１区画の公社所有の固定資産(土地)の

売却を実施しました。 

 (3)の住宅供給公社ビル改修工事ですが、

公社ビルの耐震補強工事や設備改修工事を実

施しました。 

 なお、当工事については、本年４月28日に

竣工しております。 

 次に、２ページをお開きください。２ペー

ジと３ページが貸借対照表でございます。 

 まず、２ページの資産でございますが、一

番右の欄の当期決算額の最上段、流動資産の

合計が40億3,100万円余となっております。

前期に比べ２億5,900万円余減尐していま

す。これは、平成28年度は、公社所有ビル等

の賃貸事業が主な収益事業であり、事業収益

が減尐した一方で、人件費や事務費、公社ビ

ルの耐震補強工事等への支払いにより減尐し

たものです。 

 次に、中段以降が固定資産でございます。

固定資産の合計が４億5,000万円余と、前期

に比べ１億4,700万円余増加しております。

これは、先ほど御説明しました公社ビルの耐

震補強工事を実施したことによるものです。 

 資産合計といたしましては、最下段に記載

のとおり、44億8,000万円余となっておりま

す。 

 次に、３ページが負債及び資本でございま

す。 

 最下段をごらんください。 

 負債及び資本の合計が、44億8,000万円余

となっております。 

 主なものとしましては、資本金が1,000万

円、これは県の出資金でございます。また、

剰余金が44億1,000万円余となっておりま

す。 

 次に、４ページをお開きください。 

 損益計算書でございます。 

 まず、事業収益の合計ですが、先ほど説明

しましたように、平成28年度は主な収益事業

は公社ビル等の賃貸事業であったため、当期

の事業収益は1,800万円余となっています。

これに事業原価1,200万円余、一般管理費

6,100万円余を差し引くと、事業損失が5,500

万円余となり、最終的に当期純損失が7,600

万円となっております。 

 ５ページは剰余金計算書、６ページから７

ページはキャッシュ・フロー計算書、８ペー

ジから９ページは財産目録でございますが、

内容は資料記載のとおりでございます。 

 次に、10ページをお開きください。 

 10ページは、平成29年度の清算計画でござ

います。 

 １、現務の結了に向けた業務については、

残余財産として熊本県へ引き継ぐまで公社ビ
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ル等の管理を行うとともに、公社が販売した

住宅及び宅地についての瑕疵担保への対応や

買い戻し特約登記の抹消を行います。 

 債権の取り立て及び債務の弁済について

は、未収金の回収や給与、退職金の人件費等

の支払い等、債権、債務の整理を行います。 

 ３つ目の残余財産の引き渡し手続について

は、残余財産の県への分配や所有権移転を行

うこととしております。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 平成30年３月31日時点における予定貸借対

照表ですが、負債及び資本の合計が43億

7,000万円余となっております。 

 最後に、12ページをお開きください。 

 予定損益計算書ですが、最下段に記載して

おりますとおり、平成29年度の当期純損失と

いたしまして4,900万円余を見込んでおりま

す。 

 なお、清算結了等に関する議会への報告に

ついては、法的な規定はございませんが、適

宜情報提供を行ってまいります。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

 

〇渕上陽一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。質疑はありませんか。 

 

〇内野幸喜副委員長 では、議案等というこ

とで。 

 部長の総括説明の中で、国際クルーズ拠点

整備について話がありました。 

 実は、９月の４日だったと思うんですが、

渕上委員長と私で、八代港にちょうどクルー

ズ客船が寄港しているときに視察させていた

だきました。 

 何十台と大型バスがあそこの八代港にとま

ってて、それから順次ずうっと観光客を乗せ

て県内の観光地を回っていくわけですね。や

っぱりこれは、非常に大きな県内には効果が

あるなということを実感したんですが、た

だ、船が着岸して出国するまでに、結構やっ

ぱり時間とかかかるんですね。そうしたとき

に、果たして県の職員の方、これはもう港湾

課だと思うんですが、例えばクルーズ客船に

実際乗船して、どんな感じなのかとか、経験

がまずあるのかということをちょっとお聞き

したいんです。そこはまずどうですか。 

 

〇亀崎港湾課長 港湾課でございます。 

 実際、着岸している船には乗船したことが

ございますが、そのツアーによる航海、海の

上を一緒にツアーの中で乗ってくるという経

験はございません。 

 

〇内野幸喜副委員長 ここに、ロイヤル・カ

リビアン・クルーズ社と協議を行っておりま

すという話がありますけれども、それじゃあ

やっぱり県としても実際そういうのを経験し

てみるべきじゃないかなと。いざ実際そうや

ってツアーに帯同させてもらって経験するこ

とによって、いろんな提案というのもできる

と思うんですね。例えば出国についても、ひ

ょっとしたら、時間がかかっているのであれ

ば、その観光客の方はいろんなストレスを抱

えているかもしれない。そうしたことの解消

に向けて、いろんな提案もできると思います

ので、これは私は仕事として、それも必要だ

と思います。部長、そこはどうですか。 

 

〇手島土木部長 まず、県職員として、先ほ

ど港湾課長が言いましたように、一応乗った

ことはあるんですが、実際一緒に動いたこと

はないということですね。本当のところはな

かなかわからないという意味では、今おっし

ゃったように、実際を体験するというのは非

常にいいことだろうなと思っています。 

 これは、一つは乗り降りの関係が時間がか

かってどうなんだというようなのも当然わか

ってくると、いろんな対応も考えられると。 
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 また、実際上、そのクルーズ船に乗って来

られる人たちにどんなふうな魅力的なことを

売り込むとか、そういうのも当然、中で考え

ないかぬだろうと、どんなふうにやられてい

るかと、現状ですね。 

 例えば、バスに乗るのは前で決まっている

のか中で決まるのか、あるいは自分たちで例

えば個人旅行がそこでできるのかとか、そう

いうことも含めて、乗ってみないとわからな

いというところがあると思います。ですか

ら、委員の御意見というのは非常にいいこと

だろうと思っています。 

 ただ、今すぐ、はい、乗りますと言うのは

ちょっとできませんので、県庁内の手続等も

含めて整理した上で、ツアーへの参加をぜひ

とも検討していきたいと思っています。これ

はありがたい御意見だと思っております。 

 

〇内野幸喜副委員長 ぜひそうしてほしいな

と。 

 これは港湾課もそうですし、あと商工のほ

うも含めてですね。やっぱり実際経験してみ

て初めてわかることってあると思うんです

ね。それに対して批判というのは別にないと

思いますから、それでいて、いろんな提案が

できるのであれば非常にいいことだと思いま

すので、ぜひ検討してほしいと思います。 

 

〇渕上陽一委員長 私も一緒に行かせてもら

って、やはり一回乗ってきて、中でどういう

ものがあるのかというのを知ることは大事だ

ろうというふうに思いますので、ぜひしっか

りと検討していただければというふうに思い

ます。 

 

〇森浩二委員 一番長く説明があった穴ぼこ

について。 

 パトロールは委託されていると思いますけ

れども、補修をするでしょう、穴ぼこを、あ

れは何日ぐらいもつとですか。 

 

〇長井道路保全課長 まず常温合材で穴ぼこ

を埋めます。それは仮の補修でございますの

で、その後、基本的には加熱合材で補修をす

るんですが、今回の連続している箇所は、夜

間から早朝または雤天等ということで、その

間に剥げてしまって、また連続したと。その

後には加熱合材での補修はやっているんです

が、基本的には、先生の御質問に対しては、

常温合材はもう仮の応急ですと。その後に今

は加熱合材で必ず補修するような段取りには

一応しております。 

 

〇森浩二委員 今度の補正は、その辺は全面

的に舗装し直すということですか。 

 

〇長井道路保全課長 はい。今回提案させて

いただいております９億4,000万の補正につ

きましては、そういう部分的な補修ではなく

て、ある程度の距離をもって本格的な補修を

させていただきたいということでございま

す。 

 

〇森浩二委員 パトロールは１日１回かな。 

 

〇長井道路保全課長 週４～５回と、それと

は別に土日には１回ということでやっており

ます。 

 

○手島土木部長 済みません、ちょっと今の

訂正を。 

 路線によって違いますので、全てが今のよ

うなことではないです。非常に交通量が尐な

いところは、もっと尐ないということでござ

います。 

 

〇長井道路保全課長 追加修正でございます

が、今のパトロールにつきましては、今回連

続しております57号線の迂回路になっておる

ミルクロード、菊池赤水線については、今申
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しましたような回数で一応パトロールをやっ

ていますが、全てそうやっているわけではな

いということでございます。済みません。 

 

〇大平雄一委員 部長の説明の中の災害公営

住宅についてちょっと質問したいんですけれ

ども、益城町の用地のほうの取得で尐し手間

取っている部分があると思うんですけれど

も、県として今の益城町の取り組みで、どこ

が問題なのかというところをどのように把握

されているのか。 

 

〇小路永住宅課長 住宅課でございます。 

 益城町につきましては、現在300戸程度予

定をされておりますが、進捗としては、まだ

実際に設計等に着手している状況にはござい

ません。建設戸数が多いということもありま

すし、各地域ごとに建設戸数を定めていらっ

しゃいますので、ある程度敷地のめどは立っ

て、今その用地交渉段階ということなんです

けれども、住民の方からも御意見をいただき

ながら整備をするということで、住民の方と

の調整も尐し時間がかかっているように聞い

ております。 

 

〇大平雄一委員 いろいろ住民の人の要望と

か、そういったものをなかなか聞けなくて、

町のほうもすごくお困りになっている部分も

あるし、住民の人の要望というものも聞かな

きゃいけない部分もあって、なかなかそこが

今、町のほうでなかなか判断ができてないと

いうところで、県としていろんなアドバイス

をしていただければと思います。 

 

〇小路永住宅課長 住宅課でございます。 

 市町村の公営住宅につきましては、県のほ

うでは、技術的な職員が不足ということであ

れば受託をするようなこともしております

し、公営住宅の整備につきましては、建設の

ほかに、買い取り、借り上げ、いろんな方法

があります。それぞれの事情に応じた整備手

法を選んで、できるだけ早期に整備をしてい

ただきますよう、いろんな助言を行っていき

たいというふうに考えておりますので、今後

も市町村に対しては、できるだけ早期に整備

が図れるように対応してまいりたいというふ

うに思っております。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

〇渕上陽一委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第12号から第16号ま

で及び第19号から第41号までについて、一括

して採決したいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇渕上陽一委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外28件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇渕上陽一委員長 異議なしと認めます。よ

って、第１号外28件は、原案のとおり可決ま

たは承認することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることでよ

ろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇渕上陽一委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が４件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた
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後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いいたします。 

 

〇吉良土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 報告事項１をお願いいたします。 

 熊本地震及び梅雤前線豪雤等に伴う災害復

旧事業及び災害復旧関係事業の進捗状況につ

いてでございます。 

 この報告につきましては、６月の当委員会

で、本年３月末現在の状況を報告させていた

だきましたが、今回は６月末現在の報告でご

ざいます。また、この内容につきましては、

去る９月13日の前川議員の代表質問の中にも

一部触れられているものでございます。 

 それでは、まず上段枞囲み内の表の最下段

をごらんください。 

 県と市町村を合わせました災害復旧事業及

び災害復旧関係事業の全体工事費は、約

1,788億円でありまして、このうち６月末ま

でに約672億円を発注し、その発注率は37.6

％で、３月末に比べ、約6.3ポイント上昇し

ております。 

 また、発注済みのうち工事が竣工したもの

の割合であります完了率は8.3％で、３月末

に比べ、約４ポイント上昇しております。 

 なお、全体工事費が３月末の金額に比べ、

約81億円ふえております。これは、宅地耐震

化推進事業が本年４月以降に追加採択となっ

たことから、増額となったものでございま

す。 

 また、下段の枞囲みには、参考としまし

て、上段表のうちの公共土木施設及び農業用

施設等の災害復旧事業について、県分、市町

村分別の件数ベースで整備した進捗状況を記

載しております。 

 以上で熊本地震等に伴います災害復旧事業

等の進捗状況についての説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

 

〇藤本監理課長 監理課でございます。 

 その他報告の報告事項２の資料をお願いい

たします。 

 震災関連等工事の円滑な施工に向けた取組

(第３弾)の資料でございます。 

 熊本地震発生後、災害復旧工事を初めとし

た震災関連等工事が増加し、それに対応する

ため、昨年10月、本年２月と、入札契約制度

を見直すとともに、施工確保対策を講じてま

いりました。 

 しかしながら、本年度に入り入札の不調が

多く発生してきていることから、第３弾とし

て、震災関連等工事の円滑な施工に向けた取

り組みを行うこととしましたので、報告をい

たします。 

 まず、資料左側の①の表ですが、報告事項

１の説明と重複いたしますが、災害復旧事業

等の進捗状況でございます。 

 県と市町村を合わせた災害復旧等に係る工

事費約1,790億円のうち、６月末現在で工事

費ベースで発注済みのものが約38％、工事を

完了したものが8.3％となっております。 

 ②の表は、昨年度４月以降の入札件数と入

札不調発生率の推移をあらわしたグラフで

す。 

 昨年度の秋ごろから入札不調率が増加して

きており、１月には21.6％まで上昇し、年度

を通した不調発生率は13.9％でした。 

 本年度に入り、さらに入札不調発生率が増

加してきており、４月から８月までの不調発

生率は31.8％となっております。特に、被災

地域であります熊本、上益城、阿蘇地域での

不調発生率が高くなっております。これは、

本年３月に多くの工事が発注され、建設企業

の手持ち工事量が多くなった中、技術者不足

等の要因から不調、不落が発生しているとい

うふうに推察をされております。 

 ③の表は、土木一式工事と建築一式工事に

係る県工事の発注実績と本年度の発注見通し

のグラフです。土木一式、建築一式とも、今
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年度は最上位等級であるＡ１等級を中心に工

事の増加が見込まれており、さらなる不調、

不落の増加が懸念される状況です。 

 そこで、入札制度の見直しや施工確保対策

に取り組むこととしたところでございます。 

 資料の右側で、今回の取り組みの内容を説

明いたします。 

 まず、入札制度の見直しについてです。見

直しに当たっての基本的な考え方を枞囲みに

記載しております。 

 震災関連等工事については、円滑な施工確

保のため、①建設企業の技術者不足等への対

応、②として、県内全域からの建設企業の参

加の促進、③として、競争性を確保しつつ入

札事務を迅速化、簡素化、これらにより復

旧・復興工事の加速化を図ることを基本的な

目標としております。 

 具体的には、１、発注ロットの拡大を行い

ます。工事箇所が近接し合併することが可能

な工事は、合併方式により１つの工事として

発注することといたします。これにより、技

術者の配置が１人でよくなることとなり、技

術者不足の緩和に寄与することになります。 

 ２の入札方式等の見直しについてですが、

土木一式工事に係る主な見直し項目を説明い

たします。 

 (1)、３地域における入札方式の見直しに

ついてですが、熊本、上益城、阿蘇地域にお

いては入札の不調が多く発生してきているこ

とから、土木Ａ２ランクの3,000万円以上

7,000万円未満の工事について、指名競争入

札から価格競争による条件つき一般競争入札

に変更し、初回は地域振興局等管内を地域要

件として発注し、不調後の再度入札において

は、全県を地域要件として発注することと

し、震災関連等工事の早期契約を生み出しま

す。 

 (2)の総合評価落札方式の見直しですが、

予定価格7,000万円以上３億円未満の工事の

うち、競争参加資格に施工実績を設定しない

ものについては、総合評価を行わない価格競

争による条件つき一般競争入札によることと

するなど、手続の簡素化、迅速化を行いま

す。 

 ３、１者入札の取り扱いについてですが、

県の入札においては、競争性を確保するた

め、平成25年度から、一般競争入札の場合

は、原則として指名入札参加者が１者の場

合、入札を取りやめる扱いとしております。

しかしながら、不調、不落のケースのうち約

２割が１者入札で不調となっており、復旧・

復興工事の着手のおくれにつながるというこ

とから、当分の間、震災関連等工事の一般競

争入札の案件については、競争参加資格審査

会の審査を経て、原則１者入札を可として取

り扱うことといたします。 

 ただし、談合情報が寄せられるなど、不自

然な入札の増加について入札監視委員会から

指摘等があった場合は、１者入札を不可の取

り扱いに戻すということにしております。 

 第３の施工確保対策及び市町村発注工事へ

の支援です。 

 １の復興歩掛かりの拡大及び復興係数のか

さ上げの要望ですが、復興歩掛かりと復興係

数につきましては、本年２月に導入をしたと

ころです。被災地域において工事量の増大に

よる労働者や建設機材等の不足による作業

量、作業効率の低下等に対する工事費の増加

を適切に設計価格に反映するため、さらなる

拡大とかさ上げを国に要望することといたし

ております。 

 ２、災害復旧工事の変更協議の簡素化につ

きましては、国から補助を受ける災害復旧事

業については、現場の状況により軽微な内容

を超える、いわゆる重変があった場合、国と

協議を行うことが必要となっておりますが、

その手続の簡素化や協議期間の短縮につい

て、国と協議を行うこととしております。そ

れにより、市町村工事を含めて復旧工事の円

滑化を進めたいというふうに考えておりま
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す。 

 ３、市町村工事への支援については、市町

村の小規模な災害関連工事の大量な発注によ

り入札不調が発生しておりますが、市町村外

から建設企業が工事に参加するよう業界に呼

びかけるとともに、市町村に対しては、遠隔

地から参加する業者に対して宿泊地を確保す

るなど、環境整備を要請するということにし

ております。 

 最後に、第４、実施時期ですが、第２の入

札制度の見直しについては、８月16日以降に

行われる入札契約その他契約の申し込みの誘

引を行うものについて適用するとしたところ

でございます。 

 今後とも、復旧、復興を円滑に進めるた

め、さまざまな取り組みを行ってまいりたい

と考えております。 

 報告事項２の説明は以上でございます。 

 続きまして、報告事項３、熊本県国土強靱

化地域計画(案)について説明をいたします。 

 資料を４種類お配りをしております。ま

ず、右肩に「報告事項３」と記載しましたＡ

４の１枚資料、次に、Ａ３カラー刷りの折り

込み資料、次に、熊本県国土強靱化地域計画

(案)、これが119ページございます。最後

に、Ａ３判の白黒刷りの折り込み資料です。

４種類資料をお配りをさせていただいており

ます。 

 初めに、２つ目のＡ３判のカラー刷りの資

料をごらんください。２つ目のＡ３判のカラ

ー刷りの資料でございます。 

 これは、国土強靱化地域計画(案)の概要版

でございます。これは、６月の本委員会で御

説明をいたしたものと同じですので、本日の

説明は省略をさせていただきます。 

 次に、１枚目のＡ４の１枚資料、熊本県国

土強靱化地域計画(案)についてごらんくださ

い。 

 計画(案)につきましては、７月の５日から

８月の３日まで、パブリックコメントを行い

ました結果、７件の御意見がございました。

それぞれの意見への対応につきましては表に

記載のとおりで、意見を反映することとした

ものが４件、参考意見とさせていただいたも

のが２件などとなっております。 

 中段に意見を反映したものの一例を記載し

ておりますが、物資支援に関する事項につい

て、物流事業者等との連携に関する意見があ

りまして、反映をすることといたしました。 

 次に、資料の裏面をごらんください。 

 その他の修正といたしまして、事業の取り

組み主体、関係機関等一覧表を作成し、計画

に添付することといたしました。この一覧表

につきましては、４つ目の資料、Ａ３判の白

黒刷りを折り込んだものをごらんください。 

 この計画書の案の最後には、既に一覧表を

掲載しておりますが、本委員会でごらんいた

だくために、一覧表を大きく拡大したものを

最後に添付をさせていただいております。 

 それぞれの取り組みの主体は誰なのかをわ

かるようにするため、計画にある336の項目

について、右側の欄に取り組みの主体に丸を

記載しております。これによりまして、市町

村や県民の皆様にわかりやすく説明ができる

ようになるというふうに考えております。 

 それでは、１枚目、Ａ４の資料に戻ってい

ただきまして、２の上から２つ目の丸印で、

土地利用の適正化という視点で項目を追加し

ております。 

 修正内容は、点線囲みの災害リスクが高い

地域の土地利用制限等について、安全性を優

先に考慮した土地利用を図る必要があるとし

たものでございます。 

 一番下に今後のスケジュールを記載してお

ります。本常任委員会での説明後、10月の策

定、公表を予定しております。 

 以上で国土強靱化地域計画(案)についての

説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 
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〇小路永住宅課長 住宅課でございます。 

 報告事項４、熊本県住宅マスタープランの

改定についてでございます。 

 熊本県住宅マスタープランは、住生活基本

法に基づき、県民の住生活の安全の確保及び

向上の促進に関する基本的な計画を定めるも

のです。 

 本格的な尐子高齢化や住宅ストックの増加

など、住宅を取り巻く社会情勢を踏まえ、そ

れぞれの課題に対応するための住宅施策を掲

げています。 

 現在の計画は、平成24年から平成32年まで

を計画期間としていますが、今回中間見直し

を行うものでございます。 

 １番目の改定の方向性としましては、国土

交通省の全国計画が平成28年３月に改定され

ましたので、県計画としましても、それを踏

まえた改定を行います。また、本県において

は、熊本地震の復旧、復興に関する施策を盛

り込むこととしています。 

 ２番目の現行計画の構成と改定の視点につ

いてですが、まず現行計画の構成は、基本計

画１から５に示すとおり、安全、安心や居住

水準の向上など大きく５つの計画項目がござ

います。また、それぞれの基本計画の中に、

高齢者、障害者等への配慮やユニバーサルデ

ザインなど、主な施策を掲げています。 

 この現行計画に対しまして、(2)の視点で

改定を行うこととしております。 

 まず、国土交通省の全国計画の改定の視点

につきましては、若年・子育て世帯関連や既

存住宅の流通と空き家の利活用の促進、住生

活産業の活性化の、大きく３点でございま

す。 

 また、その他の視点としましては、熊本地

震への対応、平成27年に施行された空家対策

特別措置法への対応、今年度施行予定となっ

ております民間賃貸住宅を活用した住宅セー

フティーネット機能の強化の、大きく３点で

ございます。 

 最後に、改定のスケジュールにつきまして

は、12月から１月にかけてパブリックコメン

ト、２月に国土交通大臣の同意、３月に改

定、公表とする予定でございます。 

 12月議会で計画内容について御説明をさせ

ていただきます。 

 以上でございます。 

  

〇渕上陽一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

 

〇坂田孝志委員 報告事項１番目の災害復旧

事業等の進捗状況ですが、この全体工事費の

この金額ですね、1,788億円。これは、ここ

に書いてあるように、県、市町村での災害復

旧事業費ですよね。それと、国の関係です

ね、直轄、これはまた代行工事ですかな。県

も応分の負担しているでしょう。そういうの

の総額、３千何百億となっちゃおらぬかと思

って。 

 それと、その発注率とか進行状況とか、そ

ういうのは把握してあっとですか。もう尐し

上がりゃせぬかなと思うとばってん。つかん

でいますか。 

 

〇吉良土木技術管理課長 直轄事業の災害復

旧事業については、県のほうとしては、申し

わけございませんが、このデータの中では把

握しておりません。 

 

〇坂田孝志委員 データの中でもいいから、

全体的にはつかんでないんですか。 

 

〇丸尾河川課長 直轄事業の負担金につきま

しては、河川課のほうで予算計上させていた

だいております。直轄事業の負担金は当初予

算に計上するのではなく、その都度、負担金

の請求があったときに、その直近の議会で補

正をして対応してまいっております。 
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 で、昨年の28年度は、代行であったりと

か、そういった国の道路関係で、約310億の

事業に対して負担金を求められておりますし

…… 

 

〇坂田孝志委員 負担金の額を聞いているん

じゃありません。災害復旧費全体の額を聞い

ているわけです。県も負担金があることでし

ょうから、だから全体の災害復旧費は幾らな

んですか、その発注率はどれくらいですか、

発注額はどれくらいとなっていますかと、こ

こを聞いているわけであります。 

 

〇丸尾河川課長 全体額といたしましては、

先ほど言いました道路の、例えば代行で昨年

度全体事業の総額はつかんでおりませんが、

その年度、年度で事業として必要な事業費を

言われております。それが、道路は310億

と、河川では80億でございました。それと、

ことしに入って６月補正で140億の道路の事

業費に対して負担金を求められてきている状

況でございます。 

 

〇坂田孝志委員 いや、負担金を聞いている

んじゃないと言いよるでしょうが。被害額を

聞いとるわけです、全部の、災害復旧に係る

全体の。当然、県も負担しているわけだか

ら、それはつかむべきでしょう、はい。それ

と、俵山ルートの一部完成だとかいろいろ出

てきておるでしょう。だから発注したやつ

も、トンネルも発注したわけだから、もう尐

し、発注率は上がっとじゃなかろうかと。ほ

かの数字は、もう尐しいい数字が出てくるん

じゃないかなと、こう予測しておるもんだか

ら聞いているんですよ。 

 

〇成富政策審議監 坂田委員御指摘ですけど

も、ちょっと直轄事業が現時点で十分把握し

てませんでしたので、至急調べて委員の皆さ

んに御報告したいと思いますので……(｢無

理」と呼ぶ者あり)無理。 

 

〇手島土木部長 私どもも坂田委員と全く同

じ心なんですけれども、国として、我々の分

は災害の査定とかいうのがございまして、額

が決まります。決まるものでここに書けるん

ですけれども、国のほうは、国がみずからな

されるもので、被害としてどれだけあったか

というのさえも正確には我々には出てこない

んですよ。当然、我々としても知りたいで

す、今後幾ら払わないかぬかということで。 

 ただ、仕組み上、今までの仕組みではそう

なってないと。これはもう、言い方は悪いで

すけど、お上がされることなもので、国がや

られることについては、そういう、最終的に

は請求ということでなっています。通常、毎

年幾らかかるかということは、普通の直轄事

業なんかはちゃんと言ってきていただけます

し、直轄がみずからされるのも、普通はやら

れています、どれくらいの全体事業費か。 

 ただ、災害に関して、例えば北側ルートが

本当に最後まで幾らかかるかとかいうのは出

ておりません。幾ら発注したかは当然我々も

確認できますけれども、スキーム上厳しいと

ころがございます。例えば、俵山ルートも本

当に災害は幾らだったかというのと、要する

に災害がどれだけかかっているのかと、復旧

に幾らかかるのか。今回特殊な普及をやられ

て、わざわざ通していただいたというのもあ

りますので、正確に本当に幾らなんだという

のは我々も知りたいんですけれども、なかな

か国のほうからいただける状況にはございま

せん。済みません。 

 

〇坂田孝志委員 そがんなっとっとですか。

災害復旧は後で、工事が終わって精算払いみ

たいになるんですか。 

 

〇手島土木部長 非常に言い方悪く言うと、

そういう形になります。実際、精いっぱい削
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減にも努めていただいていると思っておりま

すし、そういう意味では不当なものはないと

思っておりますけれども、スキーム上は、最

終的には請求されたものをお払いするという

仕組みになっております。 

 

〇坂田孝志委員 まあよかですたい。県の負

担額は後で出てくるでしょうから。しかし、

災害そのものの額はわかるですたいな。そし

て発注してあるともわかるでしょう、それ

は。県の負担が幾らになるとか、そういうこ

とじゃなくて。要するに、熊本地震で、これ

を見ると、こら全部の、去年も１兆4,000億

近いあれしているけど、何だ、工事は、市町

村は2,000億足らずだったのかて、間違えま

すからですな。だから、全体のをやっぱりつ

かむ必要もあるし、そして、それでこれくら

いは進んでいる、あそこも済んだ、ここも済

んだ、長陽のあれもできたとか、そういう進

んでいるところをやっぱりもっともっと県民

に知らしめるとか理解してもらって、ああ、

こんなふうにやっぱり復旧、復興が進みつつ

あるなという意味でもですね。がっちりした

数字でなくてもいいと思いますから、そこは

ある程度我々自身も知っとったほうがいいん

じゃないでしょうか、こう思いますがね。ま

あ、後で数字がある程度わかったら、また、

積算というか、見積もって教えてください。

お願いしておきます。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で質疑を終了いたします。 

 次に、その他に入りますが、委員から何か

ありませんか。 

 

〇荒木章博委員 ヒアリですよね、何か質問

出たかとは思うんだけれども。やっぱり熊本

は、熊本港そして八代港、重要拠点として八

代になっているんですけれども、一度やっぱ

りヒアリあたりが出ると、駆除あたりの対応

というのは大変なものだというふうに聞いて

おります。 

 そういうのの、土木部のほう、港湾だけで

はなくて、いろんな関係機関との連携が大切

だというふうに思うんですけれども、そうい

う取り組みについてちょっと、どういうふう

な取り組みか、お尋ねしたいと思います。 

 

〇亀崎港湾課長 港湾課でございます。 

 ヒアリにつきましては、ことし神戸港で、

日本で初めて確認されました。 

 それで、私ども、県管理港湾18港、それと

市や町の管理港湾８港において、緊急点検を

実施いたしました。その際、確認されません

でした。 

 また、さらに、中国等からのコンテナの定

期航路がございます熊本港、八代港におきま

しては、毎日点検を実施しますとともに、県

独自でヒアリ捕獲用のトラップというものを

設置しまして、これまで監視をしてきており

ますが、確認されておりません。 

 また、国におきましては、そういうコンテ

ナヤードのすき間といいますか、舗装のすき

間、これは生息環境となりやすいということ

から、そこを埋めるような緊急工事も行って

いただいております。 

 今このように、先ほど委員おっしゃいまし

たように、港湾だけでなくほかもということ

でございましたが、まずは港湾からの水際対

策が一番大事だと思っております。 

 それと、万が一発見された場合の初動対応

が重要になってくるかと思っておりまして、

今継続的に環境省の九州地方環境事務所と対

策の実施について協議も重ねてきておりま

す。引き続き関係機関と連携しながら、しっ

かり対応していきたいと思います。 

 

〇荒木章博委員 今申されたように、やっぱ

り環境省との取り組みというのは積極的に対

応していただく、これが来ると農業被害を含
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めて大変なことに、風評被害でもかなりのこ

とになるもんですから、それをお願いしたい

と思います。 

 それともう一点は、６月議会でも私はちょ

っと申したと思うんですけれども、コンテナ

が地震災害で、ここにも予算のところにもあ

ったようですけれども、コンテナがとまって

いたようで、当時の部長さんだったか課長さ

んだったか、将来においては増加傾向がある

というふうに話をされたと思うんですよね。

だから、もう地震から１年有余たっているん

ですから、そこのところで増加傾向はありま

すか、それともそのままですか。 

 

〇亀崎港湾課長 コンテナ、これは熊本港の

取り扱いということでよろしいでしょうか。 

 

○荒木章博委員 そうです。 

 

○亀崎港湾課長 はい。 

 熊本港におきましては、今速報で１月から

８月まで取扱量が出てきておりまして、この

８カ月間の取扱量は約6,500ＴＥＵというこ

とで、これは、平成28年が過去最高でござい

ましたが、それを上回るペースだということ

で報告を受けております。 

 さらに、昨年の同じ時期と比較しますと、

120％の取扱量となっているところでござい

ます。 

 

〇荒木章博委員 ふえたということですね。 

 きょうの熊日の朝刊の１面に載っていたよ

うですけれども、その要因というのは、いろ

んな熊本の企業等の取り組みの中で入ってい

るんですかね。 

 

〇亀崎港湾課長 まず、熊本港を使う荷主企

業の生産活動が回復してきたということが１

つあるかと思います。それと、委員今おっし

ゃいました大手二輪製造メーカーが熊本港か

ら二輪用の部品を７月から輸入をし始めたと

いうことで、そういったこともふえている要

因ではないかと考えております。 

 

〇荒木章博委員 120％も伸びたというこ

と、やっぱりこれはとてもいい情報だという

ふうに思います。引き続き、やっぱり企業立

地とかそういうところと組んで努力をしてい

ただきたいと、かようにまたお願いをしてお

きたいと思います。 

 以上です。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

 

〇森浩二委員 きのう荒尾で、悲惨な、頭が

潰れるという事故があったんですが、こうや

って仕事量がふえるときに、やっぱり人員が

足りなくて、未経験の人が普通作業員とかな

んか来る。それと、今ベトナムの人たちも結

構入っていると思いますけれども、その辺の

安全対策ですね。それと、事故件数あたり

は、昨年というか、ふえているのか、どうい

う状況なのか、わかれば教えていただきたい

と思います。 

 

〇吉良土木技術管理課長 今年度に入りまし

た事故件数について、まず御報告させていた

だきますと、４月以降８月までで、土木部と

農林水産部合わせまして29件の建設事故及び

工事区域における交通事故等が発生しており

ます。 

 件数につきましては、昨年度に比べて16件

多いという状況でございますけどれも、発注

件数、工事量もかなりふえているというとこ

ろで、発注工事量を分母にして発生件数で割

りますと、全体で0.9％というふうな状況

で、これにつきましても発生率で見ますと、

昨年度の同時期に比べますと、やっぱり微増

という状況にはございます。 

 こういった中で、県の安全管理の取り組み
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ということでございますけれども、５月に天

草のほうでやはり死亡事故がございました。

それを受けまして、やはり注意喚起が必要で

あろうということで、出先機関、それと建設

業協会のほうに安全管理の徹底をお願いした

ところでございますし、あわせまして、例年

やっておりますけれども、６月から８月にか

けまして、各地域振興局、広域本部を中心に

してやっておりますけれども、事故防止講習

会というものもやっております。 

 あわせまして、今年度から、事故が起きた

振興局だけは、事故の状況はわかりますけれ

ども、そのほかの地域でわからない部分があ

りますので、発生した事故の概要をちょっと

取りまとめてわかりやすくして、みんなで情

報共有しようというふうな取り組みで、そう

いった書面をつくって各発注機関のほうにも

お知らせしたというところでございます。 

 先週でしたか、熊日の新聞にもやはり労災

事故等がふえているというお話もありました

ので、そういった面も含めまして、また改め

て安全管理の徹底をお願いするような啓発活

動をしていただきたいということで、文書も

発送したいなというふうに今考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

 

〇森浩二委員 変なことを言うようですが、

仕事量がふえて、仕事をしてくれ、してくれ

というような話で、もし事故が起きたときの

罰則は全然前と変わらないわけですか。 

 

〇吉良土木技術管理課長 事故の内容を見さ

せていただいて、事故の安全管理に疑念があ

る場合には、事故調査委員会というものを出

先等で立ち上げていただきまして、その調査

をしていただきます。その調査結果を受けま

して、本庁のほうで、技術管理課と、農林水

産部技術管理課、土木技術管理課等で主体に

なって、事故調査委員会というものを開いて

おります。そういった中で、やはり安全管理

が不適切な面があった場合には、やはり何ら

かのペナルティーというものも考えざるを得

ないかなというところでございます。 

 

〇森浩二委員 これから仕事量がふえますの

で、その辺を徹底して、事故がないようにや

っぱりお願いしたいと思います。 

 

〇吉良土木技術管理課長 当然ながら、建設

事故を防止したいということは、我々も、発

注者側も思っているところでございますの

で、そういった中で業界とも連携して一生懸

命、そういう安全管理の徹底について努力し

ていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

 

〇内野幸喜副委員長 阿蘇大橋の建設工事の

過程において、柱状節理の件が幾つものメデ

ィア等で報道されています。で、自然環境の

保全という観点と、一日でも早い復旧、復興

を急がなければならないという観点からと思

いますが、これについてどういうふうに今考

えていらっしゃるのかというのを、ちょっと

お聞かせいただければなと思います。 

 

〇上野道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 今回報道にございました阿蘇大橋へのルー

トが、柱状節理が残る斜面を通過すること

や、柱状節理が掘削の対象になるということ

は国から説明を受けておりまして、また、国

のほうでは、工事の実施に必要な手続を遵守

していただいているというふうに認識してお

ります。 

 今回、国が県に説明してなかったという報

道が一部ございましたが、これは、県内部で

の情報の共有がうまくなされてなかったもの
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であるというふうに考えております。 

 阿蘇大橋のルートや構造につきましては、

将来の地震に対する安全性や早期復旧などの

観点から審議を踏まえ決定されてきたもので

ありまして、県としましても、最適なルート

であると認識しております。 

 また、工事現場付近に露頭しております柱

状節理につきましては、着工前の段階におき

まして熊本地震により大きく損壊しており、

今回の工事では、必要最小限の範囲で施工さ

れているものというふうに考えております。 

 阿蘇地域の早期の復旧、復興のためには、

阿蘇大橋の早期完成は不可欠でございます。

県といたしましては、現在の計画のまま早期

に復旧工事を進めていただくことを国に強く

求めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 また、県といたしましては、国及び関係自

治体とさらに連携していくとともに、県内部

や阿蘇のジオパーク推進協議会としっかりと

情報共有に努めながら、一日も早い完成に向

けて取り組んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

〇内野幸喜副委員長 今、上野課長からの説

明で大体内容については理解できたもので

す。 

 これについて、部長はどういうふうに、こ

の件については……。 

 

〇手島土木部長 今道路整備課長が言ったの

は、私の認識とも一緒なんですよね。やはり

今回の復旧というのは、委員がおっしゃった

ように自然環境とか景観とかそういうものも

当然考えながら、その一方で、やっぱりやる

べきものはしっかりやってもらう、だから最

小限の範囲で掘削されたと。新聞によると、

いかにも全部というふうに見えますけど、し

ているのは、その部分の必要最小限をやられ

ているということです。やっぱり住民の皆さ

んたちが早くしてくれという気持ちと、やっ

ぱりその中でできるだけ、言い方は悪いです

けれども、余り大きな額がかからずにできる

とか、いろんなことを考えられてやっている

ので、このルートで一日も早く、一日も早く

つくっていただくように、我々としてもお願

いもせないかぬし、しっかり協力もしていか

ないかぬと思っておるところです。 

 

〇内野幸喜副委員長 国には阿蘇大橋を権限

代行で、重要な路線の災害復旧事業を進めて

もらっていますので、これからも一日も早く

完成するように、国とも連携して取り組んで

いただきたいと思います。これは要望です。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかに何かありません

か。 

 

〇荒木章博委員 委員長、最後に。 

 さっきコンテナがふえているというのは、

どこの国からの部品というのがふえているん

ですか。 

 

〇亀崎港湾課長 企業立地課の資料によれ

ば、ベトナム、中国ということで…… 

 

〇荒木章博委員 それはやっぱり二輪の、き

ょう新聞に載っておった部品ですか。 

 

〇亀崎港湾課長 はい、二輪の部品をこちら

のほうから輸入しているというふうに聞いて

おります。 

 

〇荒木章博委員 それと、道路のぼこぼこ

で、いろいろ車も被害が起きたり、そういう

予算化をされているようですけれども、今の

状況としてはどのくらい復旧されています

か。 

 

〇長井道路保全課長 管理瑕疵があった箇所
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につきましては、まず応急の合材等で復旧を

して、ある程度ひどいところは部分的に、も

う尐し広く復旧はしております。 

 ただ、それでは全体傷んでいるところに手

が届きませんので、今回補正をさせていただ

いた部分で本格的な復旧に取り組んでまいり

たいと思っております。 

 

〇荒木章博委員 では、この予算でというこ

とで、早急にやられるということですね。 

 

〇長井道路保全課長 はい。 

 

〇荒木章博委員 はい、了解しました。 

 それと最後に、いつも本会議でも時間がな

くて、部長にはお答えをいただけなかったん

ですけれども、急傾斜とか大規模盛土、大型

造成ですね、県の分担とか、そういう、今不

調、不落でいつも言われておりますけれど

も、おくれているということで、非常に台風

の時期はある程度、またいつ何どき来るかわ

かりませんけれども、そういった意味で目標

値を、完成の目標値を部長にちょっと。なか

なか難しい部分もあるかもしれぬけれども、

まあ市は政令市ですから市のほうで担当して

やっているんですけれども、県は急傾斜でや

っておられるし、また、鈴木局長も国交省か

ら来られて、大変な国とのパイプで努力をし

ていただいておりますのには、この場をかり

て感謝申し上げたいと思っておりますので。

そういうところをちょっと部長に、見込みを

ですね。 

 

〇手島土木部長 知事からもいつもお話があ

りますように、全体としてはやっぱり可能な

限り早くということで、知事の任期中には終

わると。私たちは基本的に３年で大体終わり

たいと思っています。 

 ただ、先ほど荒木委員からもお話がありま

した不調、不落の問題等もあって、今いつ終

わるというのは、なかなか言えない状況で

す。委員のお膝元の城南のほうの箇所につい

ては、一応、入札等がうまくいって現地がち

ゃんとうまくいけば30年の３月ということで

考えておりますけれども、これも状況次第と

いうことで、非常に言い方は悪いですけれど

も、口が重いんですけども、頑張っていきた

いと思っております。 

 

〇荒木章博委員 非常に不調、不落の問題と

か現場監督が足らないとか、いろんな思いが

あると思いますし、その中で、単価を上げた

り１者に、今まで１者でとることはなかった

ということで、そういうところも努力をされ

ておりますのでね、そういったところもでき

る限り、一つの決まりの中のできる限り、発

注を受けていただけるような形で、やっぱり

この災害のときだけは取り組んでいただきた

いと思っております。 

 なかなか一般住民の人というのは、そうい

う決まりとかいうのは――もういつやるのか

ということしか頭にないものですから、その

点はやっぱり部長も頭が痛いところがあると

思いますけれども、県、市町村と連携をとり

ながら、引き続き御努力を各課と一緒にお願

いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 終わります。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかに何かありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

〇渕上陽一委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望が４件提出されておりますの

で、参考としてお手元に写しを配付しており

ます。 

 これをもちまして、第５回建設常任委員会

を閉会いたします。 

  午前11時35分閉会 
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